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 DEGAMでは、冬から春にかけての観光誘客を促進するため、今後、新たに造成される

本市へのバス旅行商品に対する助成事業を行います。 

 

 

 １ 対象となるバスツアー 

(1) 旅行業法による登録を受けている事業者が募集・実施するツアー 

(2) 令和元年 10月 10日以降に募集するツアー 

(3) 旅行期間通算で 150キロ以上の行程のツアー 

(4) 鶴岡市湯野浜・温海・湯田川・由良の各温泉の宿泊施設に宿泊し、かつ同市の観

光地を 1か所以上訪問するツアー 

(5) 15名以上で催行されるツアー  ※10～14名で催行の場合は 2(1)の額の 6割 

 

 ２ 助成金額 

(1) 日本人向けツアー 

① バスの乗下車地がいずれも県内のツアー  １回の募集・実施につき 5万円 

② バスの乗下車地のいずれかが県外のツアー １回の募集・実施につき 10万円 

 

 ３ 助成枠 

(1) 日本人向けツアー    600 万円（うち 4 月枠 100 万） 

 

 ４ 助成の流れ 

(1) 日本人向けツアー 

① 所定様式に必要な書類を添付し申請          （事業者→DEGAM） 

       ※運用上、4温泉宿泊施設を通じ、申請書を提出 

② 申請書の審査、助成可否の通知       （DEGAM→事業者） 

③ ツアー催行後、実施報告書を提出 ※ 実施後 10日以内   （事業者→DEGAM） 

④ 実績報告書の確認、助成金の支給            （DEGAM→事業者） 

 

 ５ 対象期間 

    令和元年 12月 1日から同 2年 4月 18日までに催行されるツアー（出発日基準） 

      ただし、助成対象申請数が、上記３の予算額に達した時点で終了 


